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 第１章 総則 （趣旨） 第１条 この要綱は、障害者、障害児及び難病患者等（以下「障害者等」という。）がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条第１項及び第３項の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 （実施主体） 第２条 この事業の実施主体は五條市とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等（以下「事業者」という。）に委託して行うものとする。 （事業内容） 第３条 市長は次の各号に掲げる事業を行うものとする。 (1)  相談支援事業 (2)  コミュニケーション支援事業 (3)  日常生活用具給付等事業 (4)  移動支援事業 (5)  地域活動支援センター事業 (6)  日中一時支援事業 (7)  福祉ホーム事業 (8)  訪問入浴サービス事業 (9)  重度身体障害者用自動車改造費助成事業 (10) 身体障害者自動車運転免許取得に係る教習費助成事業 (11) 登録介護機器活用事業 (12) 成年後見制度利用支援事業 (13) その他市長が必要と認めた事業 ２ 前項第１２号に掲げる地域生活支援事業の事業内容、実施方法等については、次に掲げる要綱等に基づき事業を行うものとする。 (1) 五條市成年後見制度利用支援事業実施要綱（平成２２年８月五條市告示第４９号） (2) 五條市成年後見制度における市長申立てに係る要綱（平成２２年８月五條市告示第４８号） (3) 五條市成年後見制度における市長申立てに係る事務取扱要領（平成２２年８月五條市告示第５０号） （業務の委託に係る遵守事項） 第４条 業務の委託を受けた事業者（以下「委託事業者」という。）は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。 ２ 委託事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。 ３ 委託事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 ４ 委託事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 ５ 委託事業者は、従業者、会計、相談記録及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から５年間保存しなければならない。 ６ 委託事業者及び従業者は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目



的に使用してはならず、その使用する者が在職中及び退職後においても、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないように必要な措置を講じなければならない。また、委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 ７ 委託事業者は、事業を行う事務所を交通利便の整った場所に設置しなければならない。 （調査等） 第５条 市長は、委託事業者に対し、事業の実施状況について調査し、必要に応じて指導することができる。 （その他） 第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
 第２章 相談支援事業 （趣旨） 第７条 この章は、五條市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１８年１０月五條市規則第２６号）（以下「規則」という。）の規定により、障害者等が安定した生活を送るための地域生活支援として、市が障害者等から求めがあった場合に行う、必要な指導、訓練、事業その他支援が円滑に利用できるよう専門的立場で相談に応じ、助言を行う業務（以下「相談支援業務」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 （対象者） 第８条 相談業務の対象者は、市内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 身体障害者手帳の交付を受けている者 (2) 療育手帳の交付を受けている者 (3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 (4) 自立支援医療費（精神通院）制度の受給者 (5) 障害福祉に関する専門的求めを有する者及びその親族 (6) その他市長が特に必要と認める者 （委託業務等） 第９条 市は、次の各号に掲げる業務を地域活動支援センターⅠ型等に委託するものとする。 (1) 相談支援事業 ア 市に居住する障害者や住民からの相談に応じ、助言を行う。 イ 必要に応じ対象者の訪問、情報の提供等を行う。 ウ 市職員に対し、専門的知識の提供及び助言を行う。 エ その他必要な支援活動を行う。 (2) 法に基づく地域自立支援協議会の運営 （配置職員等） 第１０条 委託事業者は、事業の実施に当り、専ら相談支援事業の実施に当る職員として、社会福祉士及び精神保健福祉士を、それぞれ１名以上配置しなければならない。 
 第３章 コミュニケーション支援事業 （趣旨） 第１１条 この章は、意思疎通を図ることに支障がある障害者等が社会生活上、外出することが必要不可欠な場合に手話奉仕員（以下「奉仕員」という。）を派遣することにより、障害者等の福祉の増進に資することを目的とするコミュニケーション支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。 （対象者） 第１２条 規則第４条に規定する者とする。 （手話奉仕員の選定及び登録） 第１３条 奉仕員は、手話技術を取得している、かつ、身体障害者の福祉に理解と熱意を有している者のうちから、手話奉仕員登録申請書（様式第８号）を市長に提出した者とする。 ２ 市長は、奉仕員に対し、その身分を明らかにするため、手話奉仕員証（様式第９号。以下「奉仕員証」という。）を交付する。 ３ 奉仕員は、その職務を行うに当たっては、奉仕員証を常に携帯し、奉仕員であることを示す



必要があるときは、いつでも提示しなければならない。 ４ 市長は、登録された奉仕員より奉仕できなくなった旨の申出があった場合は、その者を登録から削除する。 （派遣対象） 第１４条 奉仕員の派遣対象は、次の各号に掲げる場合とする。ただし、政治的、宗教的活動等は除くものとする。 (1) 官公庁、学校、医療関係機関等と聴覚障害者との手話通訳の場合 (2) 関係団体が主催する事業等の手話通訳の場合 (3) その他市長が必要と認めた手話通訳の場合 （派遣の範囲） 第１５条 奉仕員の派遣場所は、原則として市内とし、派遣時間は、原則として午前９時から午後５時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 （利用の申請） 第１６条 奉仕員の派遣を希望する者（以下この章において「申請者」という。）は、原則として７日前までに地域生活支援事業利用申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）を市長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 （利用の承認決定等） 第１７条 市長は、前条の申請を受けた場合において、その内容を審査し派遣を要すると認めたときはファックス等により次に掲げる項目を記載して申請者に決定を通知するものとする。 (1) 派遣日時 (2) 派遣場所 (3) 奉仕員氏名 (4) ファックス等送付職員氏名 ２ 申請者が希望する場合は、その他地域生活支援事業支給決定通知書（様式第４号。以下「その他決定通知書」という。）により申請者に通知するものとする。 ３ 派遣の申請を却下したときは、地域生活支援支給却下決定通知書（様式第７号。以下「却下通知書」という。）により申請者に通知するものとする。 ４ 奉仕員の派遣を決定したときは、登録した奉仕員の中から派遣する者を選定し、手話奉仕員派遣依頼書（様式第９号。以下「派遣依頼書」という。）により、奉仕員に派遣業務を依頼するものとする。 （実績報告） 第１８条 奉仕員は、市長に対し業務の終了後、その活動内容について、派遣依頼書の写しに記載して提出するものとする。 ２ 市長は、前項の報告を受けたときは、１回当たり別表に規定する派遣料を支払うものとする。 
 第４章 日常生活用具給付等事業 （趣旨） 第１９条 この章は、在宅の障害者等に対し、特殊寝台等の日常生活用具（以下「用具」という。）を給付又は貸与すること（以下「給付等」という。）により日常生活の便宜を図るため、規則に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 （給付等の申請） 第２０条 用具の給付を希望する対象者（以下この章において「申請者」という。）は、申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。 (1) 見積書 (2) 生活保護法による保護を受けていることが確認できる証票（生活保護法による保護を受けている者に限る） (3) 工事図面（居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費の給付希望者に限る） (4) その他市長が必要と認める書類 ２ 難病患者等に係る申請者は、申請書のほか、医師の診断書を提出しなければならない。 （給付の承認決定等） 第２１条 市長は、審査の上、用具の給付等の要否を決定するものとする。また、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費の給付を決定した場合は、住宅の改修工事が完了した現況写



真等によりその確認を行うとともに、必要に応じ家庭訪問等を行い、改修状況の確認を行うものとする。 ２ 市長は、用具の給付等を行うことを決定した場合は、日常生活用具給付決定通知書（様式第１１号）又は日常生活用具貸与決定通知書（様式第１２号）及び日常生活用具給付（貸与）券（様式第１３号）を、その申請を却下することを決定した場合は、却下通知書をそれぞれ申請者に交付するものとする。 （用具の給付等） 第２２条 市長は、日常生活用具（給付・貸与）委託通知書（様式第１４号）により、用具の給付を行う場合は、用具の製作又は販売を業とする業者（以下「業者」という。）に委託して行うものとし、規則第１０条に規定する地域生活支援給付の支給については、同条第３項に基づき支出するものとする。また、業者は、市長に対し、日常生活用具（給付・貸与）券を添付して地域生活支援給付の請求を行うものとする。 ２ 市長は、業者の選定に当たっては、申請者の希望も勘案しつつ、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上、決定するものとする。 ３ 貸与する用具の引渡し又は引取りは、当該用具を使用する対象者の居住地において行うものとする。 ４ 用具の貸与の期間は、貸与を受けた対象者が施設等へ入所することその他の事情により用具を必要としなくなるまでの間とする。 （用具の給付を受けた者の責務） 第２３条 用具の給付を受けた者は、用具を納入した業者からの請求に基づき、給付等に必要な用具の購入等に要した額から前条により市長が直接業者に支払った額を減じた額を直接業者に支払うものとする。 ２ 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならないものとする。 ３ 用具の貸与を受けた者は、用具の一部又は全部をき損し若しくは滅失した場合は、直ちに市長にその状況を報告し、その指示に従わなければならないものとする。 ４ 用具の貸与を受けた者が、当該用具を必要としなくなったときは、速やかに市長に申し出るものとする。 
 第５章 移動支援事業 （趣旨） 第２４条 この章は、規則第２条第４号に規定する移動支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。 （移動支援サービスの種類等） 第２５条 市長は、移動支援事業として、次の各号に掲げるサービスを行うものとする。 (1) 保障型移動支援 障害者等のうち、重度以外の者に対するサービスをいう。 (2) 補助型移動支援 障害者等のうち、重度の者に対するサービスをいう。 ２ 市長は、法第５条第５項に規定する行動援護又は同条第９項に規定する重度障害者等包括支援を受けることができる者がこれらの障害福祉サービスを行う事業者又は施設から当該サービスを受けることができないと認める場合は、移動支援事業として介護型移動支援を行うものとする。 ３ 第１項の保障型移動支援及び補助型移動支援並びに前項の介護型移動支援（以下「移動支援サービス」という。）において、１人の移動支援従事ホームヘルパーが移動を支援する障害者等の人数は、３人以内とする。 ４ 第１項及び第２項に定める移動支援事業は次の各号の外出においては利用できない。 (1) 営業活動等の経済的活動を目的とした外出 (2) 通勤通学通所通院等を目的とした外出 (3) 通年かつ長期にわたる外出 (4) 宿泊を伴う外出 (5) 障害者総合支援法に基づくサービスが利用できる外出 (6) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づくサービスが利用できる外出 



(7) 施設入所中の外出 (8) その他社会通念上適当でない外出 （対象者） 第２６条 移動支援サービスを利用できる者は、規則第４条第１項に規定する者のうち、次の各号に掲げる移動支援サービスの種類に応じ、当該各号に定める者とする。 (1) 保障型移動支援 次に掲げる者 ア 身体障害者手帳１級又は２級の交付を受けている視覚障害者又は視覚障害児 イ 奈良県療育手帳 Bの交付を受けている知的障害者又は知的障害児 ウ 精神保健福祉手帳２級の交付を受けている精神障害者又は精神障害児 エ その他家族等の状況により市長が必要と認めた者 (2) 補助型移動支援 次に掲げる者 ア 身体障害者手帳１級又は２級の交付を受けている視覚障害者又は視覚障害児のうち重度重複障害である者 イ 身体障害者手帳１級又は２級の交付を受けている身体障害者又は身体障害児のうち四肢麻痺の者 ウ 奈良県療育手帳 Aの交付を受けている知的障害者又は知的障害児 エ 精神保健福祉手帳１級の交付を受けている精神障害者又は精神障害児 (3) 介護型移動支援 前条第２項の規定により市長が認めた者 （利用時間） 第２７条 移動支援サービスは、１回の利用については８時間を限度とする。 ２ １か月間の利用限度は社会生活上必要不可欠な利用と余暇活動に係る利用を合わせて ３０時間とする。 ３ 移動支援サービスと介護保険に係るサービスの両方を利用する場合は１５時間を限度とする。 ４ 市長は、移動支援サービスを必要とする移動に係る活動が、公共の福祉に寄与すると認める場合は、前項の規定にかかわらず、利用時間を決定することができる。 （利用の申請） 第２８条 移動支援サービスを利用しようとする者（以下この章において「申請者」という。）は、申請書を市長に提出しなければならない。 （利用の承認決定等） 第２９条 市長は、前条の申請書を受理したときは、申請者が第２６条に規定する対象者に該当するか否かを審査し、該当すると認めたときは、さらに移動支援サービスの内容及び利用時間並びに利用者負担額の上限を決定し、地域生活支援支給決定通知書（様式第３号。以下｢決定通知書｣という。）及び地域生活支援事業受給者証（様式第６号。以下「受給者証」という。）により、該当しないと認めたときは却下通知書により、申請者に通知するものとする。 （利用の変更） 第３０条 決定通知書の交付を受けた者が、その内容を変更しようとするときは、地域生活支援利用変更申請書（様式第２号。以下「変更申請書」という。）を市長に提出しなければならない。 （変更の決定及び通知） 第３１条 市長は、前条の変更申請書を受理したときは、その内容を精査し、変更を認めたときは、移動支援サービスの内容及び利用時間並びに利用者負担額の上限を決定し、地域生活支援支給変更決定通知書（様式第５号。以下「変更決定通知書」という。）及び受給者証により、変更を認めることができないときは、却下通知書により通知するものとする。 （利用有効期間） 第３２条 第２９条及び前条の規定により承認決定を受けた障害者及び障害児（以下この章において「利用者」という。）の利用の有効期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する６月３０日までとする。 ２ 利用者が、有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、有効期間満了日までの１月以内に、第２８条に規定する申請を行わなければならない。 （利用の方法） 第３３条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、委託事業者に受給者証を提示し、直接



依頼するものとする。 （利用の取消し） 第３４条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第２９条又は第３１条の規定による利用決定を取り消すことができる。 (1) 利用者が住所等を変更したとき。 (2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。 (3) 利用の内容を変更しようとするとき。 (4) 第２６条の規定による利用対象者でなくなったとき （委託料） 第３５条 移動支援事業を委託する委託料は、別表に定める額とし、規則第９条第２項に規定する地域生活支援給付をもって支払うものとする。 （委託料の請求） 第３６条 委託事業者は、移動支援サービスを提供した月の翌月１０日までに市長に対し、移動支援サービス事業費請求書（様式第１５号）及び移動支援サービス事業費明細書（様式第１６号）により、当該月分の委託料を一括して請求するものとする。 （報告） 第３７条 委託事業者は、移動支援事業の実施の状況を、移動支援サービス提供実績記録票（様式第１７号）により、定期的に市長に報告しなければならない。 ２ 利用者が入院中に利用した場合は、前項の報告に、入院中の医療機関より発行される外出または外泊を許可する書類を添付しなければならない。 
 第６章 地域活動支援センター事業 第１節 Ⅰ型 （趣旨） 第３８条 この節は、規則第２条第１項第５号に基づき、障害者（児）が地域で安心して生活していくために必要となる各種サービス利用等のための相談支援調整等を行う体制を整備し、障害者の地域活動支援センターⅠ型（以下「支援センター」という。）への通所について市が支給する地域生活支援給付の支給及び支援センターの運営に関して、必要な事項を定めるものとする。 （対象者） 第３９条 この事業の対象者は、規則第４条に規定する者及びその家族とする。 （事業の内容等） 第４０条 在宅障害者に対し、在宅サービスの利用援助、社会資源の活用及び社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談及び情報の提供等を総合的に行うことにより、障害者やその家族の地域における生活を支援し、もって在宅障害者の自立と社会参加の促進を図るため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。 (1) ホームヘルパー、デイサービス、ショートステイ等の利用援助 (2) 社会資源を活用するための支援、作業所等の紹介、福祉機器、情報機器の利用助言、コミュニケーションの支援、外出・移動支援（利用機関の紹介）、住宅改修の助言、生活情報の提供等 (3) 社会生活力を高めるための自立支援と障害についての理解、生活情報の活用、健康管理、移動手段の利用等 (4) ピアカウンセリング (5) 専門機関の紹介 （利用の申請） 第４１条 支援センターの利用を希望する者は、申請書により、市長に対して利用の申請を行うものとする。 （給付の承認決定等） 第４２条 市長は、内容を審査の上、地域生活支援給付の給付の可否を決定し、その結果を決定通知書及び受給者証又は却下通知書により、申請者に通知するものとする。 （利用有効期間） 第４３条 前条の規定により承認決定を受けた障害者及び障害児（以下この節において「利用者」



という。）の利用の有効期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する３月３１日までとする。 ２ 利用者が、有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、有効期間満了日までの１月以内に、第４１条に規定する申請を行わなければならない。 （利用負担金の請求） 第４４条 市長は、市内に所在する支援センターを、市外に居住する障害者が利用する場合において、当該利用者が居住する自治体に対し、市内の利用者と同額を利用負担金として請求するものとする。 （地域生活支援給付の請求） 第４５条 支援センターは、年度終了後速やかに、関係書類を添えて地域生活支援給付の請求を行うものとする。 
 第２節 Ⅱ型 （趣旨） 第４６条 この節は、規則第２条第１項第５号に基づき、地域において就労が困難な在宅障害者（児）を通所させ、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行うことにより、自立と生きがいを高めることを目的として、地域活動支援センターⅡ型（以下「デイサービスセンター」という。）への通所に関して市が支給する地域生活支援給付の支給及びデイサービスセンターの運営に関して必要な事項を定めるものとする。 （対象者） 第４７条 この事業の対象者は、市内に居住地を有する障害者等とする。 （通所定員） 第４８条 本事業に基づく地域生活支援給付の支給対象となるデイサービスセンターの通所定員は、１５名以上とする。 （指導内容等） 第４９条 デイサービスセンターは、通所者の特性に応じて機能訓練、社会適応訓練、入浴等の指導を行わなければならない。 ２ デイサービスセンターは、指導に当ってあらかじめ指導計画及び日課の時間表を定め、これの実施に努めなければならない。 （職員） 第５０条 デイサービスセンターは、機能訓練、社会適応訓練、入浴等の指導に必要な知識を有した次の各号に掲げる職員を置かなければならない。 (1) 施設長（指導員と兼務可） (2) 指導員（２人以上） （利用の申請） 第５１条 デイサービスセンターの利用を希望する者は、申請書により、市長に対して利用の申請を行うものとする。 （給付の承認決定等） 第５２条 市長は、内容を審査の上、地域生活支援給付の可否を決定し、その結果を決定通知書及び受給者証又は却下通知書により申請者に対して通知するものとする。 （利用有効期間） 第５３条 前条の規定により承認決定を受けた障害者又は障害児（以下この節において「利用者」という。）の利用の有効期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する６月３０日までとする。 ２ 利用者が、有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、有効期間満了日までの１月以内に、第５１条に規定する申請を行わなければならない。 （地域生活支援給付の額） 第５４条 市長は、地域生活支援給付の決定を行った利用者に対して規則第９条第３項に基づき地域生活支援給付を行うものとし、その額は、次の各号に掲げる額に規則別表第１に規定する率を乗じた額とする。 (1) 市内に所在するデイサービスセンターについては、１回の利用につき、別表に規定する額 (2) 市外に所在するデイサービスセンターについては、当該所在地の自治体との間で取り決め



た額 （利用負担金の請求） 第５５条 市長は、市外に居住する障害者が、市内に所在するデイサービスセンターを利用する場合において、当該利用者が居住する自治体に対し、五條市内の利用者と同額を利用負担金として請求するものとする。 （地域生活支援給付の請求） 第５６条 デイサービスセンターは、事業を提供した月の翌月１０日までに市長に対し、地域活動支援センター事業費請求書（様式第１８号。以下「地活請求書」という。）及び地域活動支援センター事業費明細書（様式第１９号。以下「地活明細書」という。）により、当該月分の地域生活支援給付を一括して請求するものとする。 （報告） 第５７条 デイサービスセンターは、事業の実施の状況を、地活サービス提供記録書（様式第２０号）により、定期的に市長に報告しなければならない。 （地域生活支援給付の取消し） 第５８条 市長は、利用者又はデイサービスセンターが次の各号のいずれかに該当するときは、地域生活支援給付の取消しを行うとともに、その返還を求めることができる。 (1) 利用者が不正又は虚偽の申請により地域生活支援の給付を受けたとき。 (2) デイサービスセンターが不正又は虚偽の請求により、地域生活支援の請求を行ったと き。 (3) その他デイサービスセンターの運営が、著しく不適切であると認めたとき。 
 第３節 Ⅲ型 （趣旨） 第５９条 この節は、規則第２条第１項第５号に基づき、障害者等に対し、生活訓練及び作業訓練を行い、就労能力及び生活能力の向上を図ることを目的として、地域活動支援センターⅢ型（以下「小規模作業所」という。）への通所に関して市が支給する地域生活支援給付の支給及び小規模作業所の運営に関して、必要な事項を定めるものとする。 （対象者） 第６０条 この事業の対象者は、市内に居住する在宅の障害者等であって、市長が通所による指導が適当と認めた者とする。 （通所定員） 第６１条 本事業に基づく地域生活支援給付の支給対象となる小規模作業所の通所定員は、１０名以上とする。 （設 備） 第６２条 本事業に基づく地域生活支援給付の支給対象となる小規模作業所は、それぞれの障害の特性に応じた適切な指導を行うために必要な指導室、便所、障害者の保健衛生及び安全の確保に十分留意した必要な設備を設けなければならない。 （指導内容等） 第６３条 小規模作業所は、通所者の特性に応じて生活訓練、作業訓練等社会適応性の助長を図るよう努めなければならない。 ２ 指導に当っては、あらかじめ指導計画及び日課の時間表等を定め、これらの実施に努めなければならない。 （指導員） 第６４条 小規模作業所は、生活訓練、作業訓練等の指導に必要な知識を有した次の職員を置かなければならない。 (1) 管理運営責任者（指導員と兼務可） (2) 指導員 (3) 介助補助員 （利用の申請） 第６５条 小規模作業所の利用を希望する者は、申請書により、市長に対して利用の申請を行うものとする。 
 



（給付の承認決定等） 第６６条 市長は、内容を審査の上、地域生活支援給付の給付の可否を決定し、その結果を決定通知書及び受給者証又は却下通知書により、申請者及び当該小規模作業所に対して通知するものとする。 （利用有効期間） 第６７条 前条の規定により承認決定を受けた障害者又は障害児（以下この節において「利用者」という。）の利用の有効期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する６月３０日までとする。 ２ 利用者が、有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、有効期間満了日までの１月以内に、第６５条に規定する申請を行わなければならない。 （地域生活支援給付の額） 第６８条 市長は、地域生活支援給付の決定を行った利用者に対し、規則第９条第３項に基づき地域生活支援給付を行うものとし、その額は、次の各号いずれかによるものとする。 (1) 市内に所在する小規模作業所については、１人当り１日の利用につき別表に規定する額 (2) 市外に所在する小規模作業所については、所在地自治体との間で取り決めた額 （利用負担金の請求） 第６９条 市長は、市内に所在する小規模作業所を市外に居住する障害者又は障害児が利用する場合には､ 当該利用者が居住する自治体に対し、市内の利用者と同額を利用負担金として請求するものとする。 （地域生活支援給付の請求） 第７０条 小規模作業所は、事業を提供した月の翌月１０日までに市長に対し、地活請求書及び地活明細書により、利用者に代わり当該月分の地域生活支援給付を一括して請求するものとする。 （報告） 第７１条 小規模作業所は、事業の実施の状況を、地活サービス提供記録書により、定期的に市長に報告しなければならない。 （地域生活支援給付の取消し） 第７２条 市長は、利用者又は小規模作業所が次の各号のいずれかに該当するときは、地域生活支援給付を取り消すとともに、その返還を求めることができる。 (1) 利用者が不正又は虚偽の申請により、地域生活支援の給付を受けたとき。 (2) 小規模作業所が不正又は虚偽の請求により、地域生活支援の請求を行ったとき。 (3) その他小規模作業所の運営が著しく不適切であると認められたとき。 
 第７章 日中一時支援事業 （趣旨） 第７３条 この章は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図るため、規則に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 
 (対象者) 第７４条 この事業の対象者は、規則第４条に定める者とする。 （利用の申請） 第７５条 事業を利用する者(その者が１８歳未満の障害児の場合は、その保護者とする。以下この章において「申請者」という。）は、申請書を市長に提出するものとする。 （利用の承認決定等） 第７６条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査した上で、利用の可否を決定し、決定通知書及び受給者証又は却下通知書により申請者に通知するものとする。 （利用有効期間） 第７７条 前条の規定により承認決定を受けた障害者又は障害児（以下「利用者」という。）の利用の有効期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する６月３０日までとする。 ２ 利用者が、有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、有効期間満了日までの１月以内に、第７５条に規定する申請を行わなければならない。 
 



（利用の変更申請） 第７８条 利用者が、その内容を変更しようとするときは、変更申請書を市長に提出しなければならない。 （変更の決定及び通知） 第７９条 市長は、事業の変更申請を受けたときは、その内容を審査し、必要と認める場合は、変更決定通知書及び受給者証により、該当しないと認めたときは却下通知書により通知するものとする。 （利用の取消し） 第８０条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第７６条又は第７９条の規定による利用決定を取り消すことができる。 (1) この事業の対象者でなくなったとき。 (2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。 (3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。 （利用の方法） 第８１条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、受給者証を委託事業者に提示し、事業所に直接依頼するものとする。 （委託料） 第８２条 日中一時支援事業を委託する場合の委託料は、別表に規定する額とし、規則第９条第２項に規定する地域生活支援給付をもって支払うものとする。 （委託料の請求） 第８３条 日中一時支援事業者は、日中一時支援事業を提供した月の翌月１０日までに市長に対し、日中一時支援事業委託料請求書（様式第２１号）及び日中一時支援事業委託料明細書（様式第２２号）により、当該月分の委託料を一括して請求するものとする。 （報告） 第８４条 日中一時支援事業者は、日中一時支援事業の実施の状況を、日中一時支援事業提供実績記録票（様式第２３号）により、定期的に市長に報告しなければならない。 
 第８章 福祉ホーム事業 （趣旨） 第８５条 この章は、規則第２条第７号に規定する福祉ホーム事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。 （事業の内容） 第８６条  福祉ホーム事業は、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で居宅その    他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を提供することにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする。 （対象者）  第８７条 本事業の対象者は、本市に住所を有する障害者（福祉ホーム入居直前に本市に住所を有していた者を含む。）で、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難である者（常時の介護又は医療を必要とする状態にある者を除く。）とする。 （利用の方法） 第８８条 福祉ホームの利用は、利用者と本市が事業の委託を行っている法人との契約によるものとする。 （利用の申請） 第８９条 事業を利用する者（以下この章において「申請者」という。）は、申請書を市長に提出するものとする。 （利用の承認決定等） 第９０条 市長は、前条に規定する申請があったときは、利用の可否を審査し、その他決定通知書又は却下通知書により申請者に通知する。 ２ 福祉ホームの利用を決定された申請者（以下この章において「利用者」という。）は、福祉ホーム事業者と利用に関する契約を締結するものとする。 （利用の取消し） 第９１条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第９０条の規定による利用



決定を取り消すことができる。 (1) この事業の対象者でなくなったとき。 (2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。 (3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。 （設備の基準） 第９２条 福祉ホームの設備の基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７６号）に定めるところによらなければならない。 
 第９章 訪問入浴サービス （趣旨） 第９３条 この章は、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、対象者の身体の清潔を保持するとともに、心身機能の維持等を図ることを目的として、訪問入浴サービス事業を行うことについて必要な事項を定めるものとする。 （対象者） 第９４条 本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 市内に居住する在宅重度身体障害者又は障害児で、ねたきり等の理由により、本事業の利用によらなければ入浴が困難な者 (2) 医師が入浴可能と認めた者 (3) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による訪問入浴介護の対象とならない者 (4) 原則として、家族等付添者を得られる者 (5) 公衆衛生上入浴に支障がない者 ２ 前項の規定にかかわらず、市長は特に必要と認めた者を本事業の対象者とすることができる。 （事業内容） 第９５条 本事業は訪問入浴車により利用対象者の居宅に訪問し、入浴介助者の援助によって行うものとする。 （利用回数） 第９６条 本事業の利用回数（以下「利用回数」という。）は、週１回を原則とする。ただし市長がこれによりがたいと認める場合は、次の各号に揚げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる回数の範囲内において利用回数を変更することができる。 (1) 若年者等で新陳代謝が活発等のため、年間を通じて週１回の利用では、第９３条に掲げる本事業の目的を達成しがたいと市長が認める場合、週２回。 (2) 夏季などの一定期間週１回の利用では、第９３条に掲げる本事業の目的を達成しがたいと市長が認める場合、その期間について週２回。 (3) 前２号のほか、一時的に週１回の利用では第９３条に掲げる本事業の目的を達成しがたいと市長が認める場合、その週について２回。 （利用の申請） 第９７条 本事業の利用を希望する者は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。 (1) 申請書 (2) 診療情報提供書（様式第２４号） (3) その他市長が必要と認める書類 （利用の承認決定等） 第９８条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその要否を審査し、該当すると認めたときは、決定通知書及び受給者証により、該当しないと認めたときは、却下通知書により申請者に通知するものとする。 （利用有効期間） 第９９条 前条の規定により承認決定を受けた障害者又は障害児（以下この章において「利用者」という。）の利用の有効期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する６月３０日までとする。 ２ 利用者が、有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、有効期間満了日までの１月以内に、第９７条に規定する申請を行わなければならない。 
 



（利用の変更申請） 第１００条 利用者が、その内容を変更しようとするときは、変更申請書を市長に提出しなければならない。 （変更の決定及び通知） 第１０１条 市長は、事業の変更申請を受けたときは、その内容を審査し、必要と認める場合は、変更決定通知書及び受給者証により、該当しないと認めたときは却下通知書により通知するものとする。 （利用の取消し） 第１０２条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第９８号又は第１０１条の規定による利用決定を取り消すことができる。 (1) この事業の対象者でなくなったとき。 (2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。 (3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。 （利用者の遵守事項） 第１０３条 利用者の養護者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 利用者の本事業利用時における事故を防止するため、事前に主治医等の意見を聴き必要に応じて診断を受けさせること。 (2) 本事業の利用に当たっては、家族等とともに協力すること。 (3) 利用者が疾病その他の理由により入浴サービスを利用できなくなったときは、直ちにその旨を市長及び第２条の規定により委託事業者に連絡すること。 （委託料） 第１０４条 本事業を委託する委託料は、１回当たり別表に定める額とし、規則第９条第２項に規定する地域生活支援給付をもって支払うものとする。 （委託料の請求） 第１０５条 委託事業者は、当該月に係る委託料を一括して、翌月１０日までに市長に対し、請求するものとする。 
 第１０章 重度身体障害者用自動車改造費助成事業 （趣旨） 第１０６条 この章は、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進を図るため、重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。 （対象者） 第１０７条 本事業により助成金を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）による身体障害者手帳の交付を受けている上肢、下肢又は体幹機能障害で当該手帳に障害の程度が１級又は２級と記載されている者 (2) 改造助成を行う月の属する前年の所得税課税所得金額が、当該月の特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）第２０条に規定する特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者 (3) 就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者 （助成の対象経費と額） 第１０８条 助成金の額は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。ただし、その額が１０万円を超える場合は、１０万円とする。 （交付の申請） 第１０９条 本事業の利用を希望する者は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。 (1) 申請書 (2) 自動車運転免許証（以下｢免許証｣という。）の写し (3) 身体障害者手帳の写し (4) 改造を行う業者の見積書（改造の箇所及び経費を明らかにしたもの） 
 



（交付の決定） 第１１０条 市長は、前条の規定により提出された書類の内容を審査し、助成金の交付が適当と認めるときは、その他決定通知書により、不適当と認めるときは、却下通知書により、申請者に通知するものとする。 （助成金の請求） 第１１１条 助成金の交付の決定を受けた者は自動車の改造終了後、速やかに、地域生活支援事業費交付請求書（様式第２５号）に、改造を行った業者に支払った改造費の領収書を添えて市長に提出しなければならない。 （助成金の交付） 第１１２条 市長は、助成金の請求を受けたときは、速やかに、当該助成金を交付するものとする。 （助成金の返還） 第１１３条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者に対し、既に交付した助成金の返還を命ずることができる。 
 第１１章 身体障害者自動車運転免許取得に係る教習費助成事業 （趣旨） 第１１４条 この章は、身体障害者の社会的および経済的活動を容易にし、もって身体障害者の福祉の増進を図るため、自動車運転免許を取得した身体障害者に対し、自動車運転免許取得に要した経費について助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。 （対象者） 第１１５条 本事業により助成金の交付を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている肢体不自由者又は聴覚言語機能障害者 (2) 肢体不自由又は聴覚言語機能障害のため、免許証に条件が付される者 （対象経費） 第１１６条 助成の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、身体障害者が免許証を取得した場合において、その取得のための教習費の支払に要した経費のうち市長が認める額とする。 ２ 第１１５条の規定による免許証とは、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３条で規定されているいずれかの自動車を運転するための免許のことをいう。 （助成金の額） 第１１７条 助成金の額は次のとおりとする。 (1) 肢体不自由者にあっては、対象経費の３分の２以内の額とし、その額が１０万円を超えるときは、１０万円を限度とする。 (2) 聴覚言語機能障害者にあっては、対象経費の３分の２以内の額とし、その額が５万円を超えるときは、５万円を限度とする。 （交付の申請） 第１１８条 本事業の利用を希望する者は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。 (1) 申請書 (2) 免許証の写し (3) 身体障害者手帳の写し (4) 住民票 (5) 領収書その他の教習に要した経費の納入を証する書類 （交付の決定） 第１１９条 市長は、前条の規定により提出された書類の内容を審査し、助成金の交付が適当と認めるときは、その他決定通知書により、不適当と認めるときは、却下通知書により、申請者に通知するものとする。 （助成金の請求） 第１２０条 助成金の交付の決定を受けた者は、速やかに、地域生活支援事業費交付請求書を市長に提出しなければならない。 



（助成金の交付） 第１２１条 市長は、助成金の請求を受けたときは、速やかに、当該助成金を交付するものとする。 （助成金の返還） 第１２２条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者に対し、既に交付した助成金の返還を命ずることができる。 
 第１２章 登録介護機器活用事業 （趣旨） 第１２３条 この章は、五條市介護機器リサイクル“輪かちあい”事業でリサイクル等された介護機器（以下「登録介護機器」という。）を貸与することにより、資源の有効利用及び市民の福祉の増進を図ることを目的として、登録介護機器活用事業を行うことについて必要な事項を定めるものとする。 （貸与対象者） 第１２４条 登録介護機器の貸与を受けることができる者（以下「貸与対象者」という。）は、次条各号に規定する登録介護機器を必要とする障害者、障害児及び生活困窮者とする。ただし、介護保険制度が優先される。 （貸与対象登録介護機器） 第１２５条 この事業の貸与の対象となる登録介護機器は、次のものとする。 (1) 介護用ベッド (2) 車いす (3) 歩行器 （事業実施方法） 第１２６条 五條市は、登録介護機器について、搬入、点検、洗浄・消毒、保管、回収、廃棄及び修理等を行う。 ２ 市長は、第１２４条に規定する貸与対象者からの申請書に基づき登録介護機器を貸与するものとする。 ３ 市長は、第１２５条第１項第２号に規定する車いすを、五條市役所本庁正面玄関等に複数台常備し、来庁者の需要に備えるものとする。 （管理台帳の整備） 第１２７条 五條市は、貸与の状況を明確にするため登録介護機器活用事業管理台帳（様式第２６号）を整備するものとする。 （貸与資格の喪失） 第１２８条 この事業による登録介護機器の貸与を受ける資格は、貸与対象者が回復した時、施設に入所した時又は死亡した時に喪失するものとする。 附 則 （施行期日） １ この要綱は、公布の日から施行する。 （旧要綱の廃止） ２ 次の各号に掲げる要綱は廃止する。 (1) 五條市相談支援事業実施要綱（平成２５年１０月五條市告示第１２８号） (2) 五條市コミュニケーション支援事業実施要綱（平成２５年１０月五條市告示第１２９号） (3) 五條市日常生活用具給付等事業実施要綱（平成２５年１０月五條市告示第１３０号） (4) 五條市移動支援事業実施要綱（平成２５年１０月五條市告示第１３１号） (5) 五條市地域活動支援センターⅠ型事業実施要綱（平成２５年１０月五條市告示第１３２号） (6) 五條市地域活動支援センターⅡ型事業実施要綱（平成２５年１０月五條市告示第１３３号） (7) 五條市地域活動支援センターⅢ型事業実施要綱（平成２５年１０月五條市告示第１３４号） (8) 五條市日中一時支援事業実施要綱（平成２５年１０月五條市告示第１３５号） (9) 五條市福祉ホーム事業実施要綱（平成２５年１０月五條市告示第１３６号） (10) 五條市訪問入浴サービス事業実施要綱（平成２７年８月五條市告示第９号） (11) 五條市重度身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱（平成１７年３月五條市告示第１５号） 



(12) 五條市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱（平成１７年３月五條市告示第１４号） (13) 五條市登録介護機器活用事業実施要綱（平成２７年４月五條市告示第５１号） （経過措置） ３ この要綱の施行の際現に前項の規定による廃止前の要綱の規定により申請されているものについては、なお従前の例による。 
 


